
 

指名停止措置の概要（武豊町指名停止等取扱要領に準ずる） 

 

１ 指名停止業者名   川重・徳倉建設・七番組・大進特定建設工事共同企業体 

            川崎重工業株式会社 中部支社 

             名古屋市中村区名駅一丁目 1番 4号 

            徳倉建設株式会社 半田営業所 

             愛知県半田市日東町 1番 53 

            株式会社七番組 

             愛知県半田市成岩東町 77番地 

            株式会社大進 

             愛知県半田市住吉町二丁目 185番地の 1 

 

２ 指名停止期間    令和 2年 10月 16日 ～ 令和 2年 10月 29日 2週間 

 

３ 概    要    知多南部広域環境組合発注のごみ処理施設建設請負工事において、

令和 2年 10月 8日に発生した工事関係者の事故である。 

事故当日、工場棟 4 階の屋内内壁施工中の作業員が、可動式足場

に乗って作業をしていたところ可動式足場ごとバランスを崩し転倒

し、2.5ｍ下の床に落下した。落下の際に床に置いてあった建設資材

（壁材）に腹部を強打し被災した。 

 

４ 指名停止理由    知多南部広域環境組合発注のごみ処理施設建設請負工事の施工に 

当たり、工事関係者に事故を発生させたことは、武豊町指名停止等取 

扱要領第 4条第 1項別表第 1第 9号に該当すると判断されたため。 

 

＜参考＞ 
 

武豊町指名停止等取扱要領別表第１第９号 
（安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故） 
９ 町発注工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係
者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 
当該認定をした日から ２週間以上（短期） ４か月以内（長期） 

 


